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議事次第 

１．開会 

 

２．冨士谷市長挨拶 

 

３．委員紹介 

 

４．議題 

 （１）委員長の選出 

 （２）資料説明 

      ・これまでの総合医療センターの経営状況 

      ・病院ＰＦＩ制度について 

（３）関係者ヒアリング 

   （４）意見交換 

   （５）その他 
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〔午後 ３時 ０分  開会〕 

１． 開会 

○司会者（近江八幡市 石橋利一 行政管理部長）：本日は、皆様方におかれましては、大変

ご多忙の中をお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまより第１回近江八幡市立総合医療センターのあり方検討

委員会を開催させていただきます。私は、本日の司会を務めさせていただきます行政管理部

の石橋と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、本日の委員会は公開となっており、市民や報道の方の傍聴、並びにテレビの生中継

になっていますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

まず、当委員会の設置目的等につきまして申し上げたいと思います。設置目的につきまし

ては、総合医療センターの経営改革を図るため、現在の経営や医療体制の課題に対しまして、

地域医療の根幹を担う自治体病院としての中長期的な視点から提言をいただくため設置させ

ていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 

本日の委員会につきましては、次第に基づきまして進めさせていただきます。なお、携帯

電話をお持ちの方はマナーモードか、電源をお切りいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

それでは、最初に、冨士谷市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

２．冨士谷市長挨拶 

○近江八幡市 冨士谷英正市長：近江八幡市長の冨士谷でございます。 

本日は、何かと気ぜわしい師走となりましたが、小山田全国自治体病院協議会会長様を初

め、医療各界の最前線でご活躍されている各位の皆様方におかれましては、公私何かとご多

忙の中を、当委員会委員へのご就任につきまして快くご承諾いただきましたことについて、

まずもって厚くお礼を申し上げる次第でございます。また、本日、第１回目の委員会を開催

させていただくことになりましたが、ご多忙の中を遠方よりご参集をいただきましたことを、

あわせてお礼を申し上げる次第でございます。 

  さて、昨年１０月に新しく開院いたしました近江八幡市立総合医療センターは、６万９,

０００人の市民はもとより、滋賀県下の中部地域の多くの方が利用される拠点病院として、
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日夜、地域医療を支えております。また、当センターは全国でも先駆的に導入しました新し

い公共事業手法でありますＰＦＩによるところから、開院前から内外の関心を集めてまいっ

たところでもございます。そして、開院以来１年２カ月余りが経過し、初期段階での結果が

出てまいりました。残念ながら昨年度は３億円余り、今年度以降もそれ以上の赤字が出るも

のと思われ、先を見通しましても、好転の兆しが見えてこない状況でございます。 

  このため、全国の多くの自治体病院が直面していますように、度重なります医療制度改正

や医師不足などによりまして、当初見込んでおりました見込みより下方修正しなくてはなら

ない状況となってきました。特に、当市の財政基盤は非常に脆弱であることから、行財政改

革が進行している中、一つの自治体単独で病院を支えきれないのではないかという危惧すべ

き事態となってまいりました。 

  こうしたことから、全国レベルでご活躍され、数々の実績を残されている皆さん方から、

当センターの経営や医療体制について、現状分析あるいは課題を抽出していただき、さらに

はあるべき方向性などをお導きいただき、大所高所から示唆あふれるご提言をちょうだいい

たしたいと存じているところであります。どうか、市民の命の砦であり、また歴史と伝統の

あるこの総合医療センターを未来永劫に守り続け、市民にやすらぎと、当市に住んでいてよ

かったという気持ちを持ち続けていただくために、格別のご協力を賜りますことをお願い申

し上げ、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきたいと存じます。 

  どうぞ、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

３．委員紹介 

○司会者（石橋部長）：ありがとうございました。 

  それでは、次に、委員の皆様方をご紹介させていただきます。会場の皆様方から向かって

左側の列からご紹介をさせていただきます。 

  まず、吉川宣輝委員でございます。元箕面市立病院院長で、現在は同病院の顧問、また全

国自治体病院協議会の常務理事もされております。 

  次に、本来は弁護士の堀 克己委員ですが、本日はご都合により欠席となっておりまして、

次回よりのご出席を予定しております。本日は代理といたしまして、現在、深沢綜合法律事

務所で弁護士として活躍されております、大川隆之委員代理でございます。 
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  次に、長瀬啓介委員でございます。内科の医師をしておられまして、現在は京都大学医学

部附属病院、医療情報部の准教授でございます。また、同運営企画室副室長もされておりま

す。 

  次に、槙 系委員でございます。近江八幡市病院事業管理者職務代理で、総合医療センタ

ーの院長も兼務されております。 

  次に、向かって右側の列になりますが、小山田 惠委員でございます。岩手県立中央病院

病院長、日本病院学会学会長などをご歴任の後、現在、全国自治体病院協議会の会長として

重責を担われております。 

  次に、長 隆委員でございます。公認会計士・税理士として東日本税理士法人の代表を務

められ、元総務省の地方公営企業経営アドバイザーであり、最近では総務省の公立病院改革

懇談会の座長をされて、公立病院改革ガイドラインの策定に携わられております。 

  次に、伊関友伸委員でございます。元埼玉県庁職員で、現在は城西大学経営学部准教授と

して行政学、特に行政評価をご専門とされております。 

  次に、正木仙治郎委員でございます。近江八幡市の副市長であります。 

  委員の紹介は以上でございます。 

 

４．議題 

 （１）委員長の選出 

○司会者（石橋部長）：次に、議題に移らせていただきます。まず、１番目の委員長の選出で

ございますが、設置要綱によりますと委員の互選となっておりますけれども、今回は、今ま

で全国で数々の自治体病院の経営改善の実績がございまして、公立病院改革懇談会の座長を

されておりました長委員をご指名したいと思いますが、委員の皆さん、いかがでございまし

ょうか。 

〔「賛成」と呼ぶ者多数〕 

  全員、同意をいただきました。それでは、長委員が委員長として決定されましたので、正

面のお席にお着きいただきたいと思います。 

  それでは、今後の議事進行につきましては、長委員長、よろしくお願いいたします。 

○長委員長：それでは、大変僭越でございますが、委員長を務めさせていただきます。 
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（２）資料説明 

    ・これまでの総合医療センターの経営状況 

○長委員長：まず初めに、お手元にある配付資料の説明をしていただきたいと思います。 

これまでの近江八幡市立総合医療センターの経営状況につきまして、病院側から説明をお

願いします。着席のままで結構です。 

○近江八幡市立総合医療センター 平野幸男事務長：私、総合医療センター事務長の平野でご

ざいます。私どもの方から、お手元の資料１、病院の経営概況ということで、資料に基づい

てご説明させていただきます。座らせていただきます。 

  まず、１ページをご覧いただきたいと思います。市立総合医療センターは、昨年の１０月

１日からＰＦＩ事業の運営ということで期待された病院として、新築移転をして開院いたし

ております。病床数は４０７床ですが、内訳としまして、一般病床が４０３床、感染症病床

が４床ということであります。 

  診療科につきましては、ここに書いてありますように、標榜科としまして、全科で１７科、

外来診療科につきましては、全科で２６科をもって行っております。看護基準につきまして

は、昨年の４月１日から１０対１の看護配置を行っております。 

  次に、４ページをお願いします。左下のところに「医療機関指定等」を挙げさせていただ

いています。いろいろ指定を受けさせていただいていますが、私ども総合医療センターは、

１４番目から挙げさせていただいていますように、今回の新築に合わせた新型救命救急セン

ターの指定を受け、その後に、地域周産期母子医療センター、災害拠点病院、そして第二種

感染症指定医療機関等の指定を受けております。 

  次に、経営状況の観点から、９ページを説明させていただきます。病院事業に関わります

損益計算書で、平成１６年から１９年度の４年間について挙げさせていただいています。私

どもの総合医療センターの経営状況は、昭和５０年度から平成１５年度まで、３０年間余り

にわたりまして黒字経営を行ってまいりました。その間、健全経営で大臣表彰や全国自治体

病院協議会会長賞等を受けてきたところでございます。 

平成１６年には、医業収益の減少によりまして、約１億２,０００万円の赤字を計上したと

ころでございます。平成１７年につきましては、辛うじて約１０７０万の黒字計上をするこ



 - 6 - 

とができましたが、昨年、平成１８年度決算におきましては、こちらにも書いてありますよ

うに、３億７００万円の赤字を計上することとなりました。この間、１８年度は医業収支で

初めて赤字を計上することになったところでございます。 

赤字を計上するようになった主な理由としまして、医業収益は、入院部分につきましては、

看護基準を１０対１に変更したことによる単価増等によりまして増加となっておりますが、

外来収益につきましては、いわゆる急性期医療からの外来患者さんについて、紹介患者さん

という形でさせていただいた関係で、いわゆる人数が減ったことによるものと考えておりま

す。また、医業費用は、経費の増加の大きい部分につきましては、ＳＰＣへの支払いが大き

く影響しているものと考えております。 

次に、医業外収支は、前年と大きく変わりましたものは、まず医療外収益につきましては、

他会計負担金が６億５,０００万と、いわゆる市の繰入金をもらっているということで大きく

変わっております。反面、費用面につきましては、支払利息が４億弱増えておりますが、こ

の分についてはＳＰＣさんへの支払いというふうに分析しております。 

次に、１９年度につきましては、予算額で挙げさせていただいています。医業収益は、入

院収益につきましては病床利用率が８３％となっておりますので、増加傾向にございます。

反面、外来収益につきましては、先ほども申しましたように、いわゆる紹介患者さんという

形から、外来患者さんの減少傾向がまだまだ続いている状況でございます。したがいまして、

一応予算上は２８億ということで、前年よりは増に見ておりますが、大変難しい状況が考え

られます。一方、医業費用は、全体で２０億円の増加となっています。内訳としましては、

人件費が３億円、経費が９億円、減価償却が９億円、経費、減価償却につきましては、新た

な病院運営に伴いますＳＰＣへの支払い費用なり、建物の取得ということで原価償却が増え

ているのが主な理由でございます。 

また、後段の方を見ていただきますと、特別損失というのが上がっております。これにつ

きましては、本年は旧病院の解体に伴う工事費や、償却残等の特別損失を含めますと１０億

ほどございますので、今年度の決算見込みとしましては、約２４億円の赤字予算となってお

ります。 

次に、１１ページをお願いします。これには医業費用に関する給与費や材料費、経費等の

割合を挙げさせていただいています。１６年、１７年とは、全体に下の方にも書いてありま
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すように、全国の平均数値、規模に応じた黒字病院と赤字病院という形で数値を挙げさせて

いただいていますが、給与費なり材料費につきましては、全国の黒字病院と遜色のない割合

になっております。ただ、１９年度におきまして、経費その他の部分と減価償却については、

４００床から５００床の病院を見ますと、若干高くなっているというふうに分析されます。 

続きまして１２ページでございます。これには、今日までの４カ年の市からの繰入金を上

げさせていただきました。１９年度については予算ということでご理解を賜りたいと思いま

す。ただ、皆さん方にご訂正をお願いしたいのは、１６年度には、私ども病院の３条予算の

繰入金を挙げさせていただいています。４条予算として、１６年度は１億３００万円をいた

だいております。したがいまして、合計で２億３,３００万円、これが市の繰入金としていた

だいております。１７年度につきましても、同様に４条予算への繰り入れということで、１,

３００万をいただいております。したがいまして、１７年度も合計で２億３,３００万の金額

をいただいているということでございます。 

次に、１５ページをお願いしたいと思います。これには、それぞれの入院、外来の３カ年

の延べ人数なり、単価、そして病床利用率を挙げさせていただいています。現在の病床利用

率ですけども、真ん中の欄の右ですが、そこの年間平均を申し上げますので、お控え願いた

いと思います。１７年度の病床利用率、年間平均７５．３％、１８年度は７２．４％、１９

年度は８３．４％、これは７カ月の平均でございます。これも見ていただいたらわかります

ように、１８年度は９月、１０月、いわゆる新築移転に伴いまして患者さんの制限をさせて

いただいた、そのことが影響して落ち込んだと。以後、今年の２月、３月ぐらいから８０％

台を確保しているという状況でございます。 

次に、１９ページをご覧いただきたいと思います。ここに医療圏の人数等を挙げさせてい

ただいています。東近江保健医療圏の２市３町で、合計の人口が２３万６,６９０人でござい

ます。その中に、私ども総合医療センターの病床数がありますけれども、ここに結核と書い

ていますが、これは感染でございます。ご訂正をお願いします。この東近江医療圏における

病床を有する病院は全部で１２病院でございます。ベッド数は、種別合計で２,７１８床、内

訳としまして、一般が１,４０５床、感染が４床、精神が３６０床、療養が８９９床、結核が

５０床、こういうような内訳になっております。 

以上、簡単ですけども、概要だけにさせていただきます。 
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○長委員長：どうもありがとうございました。 

 

  ・病院ＰＦ I制度について 

○長委員長：続きまして、当医療センターの経営の特徴となっておりますＰＦ I方式につきま

して、耳慣れない内容かと思いますので、最も研究をなさっている伊関委員から、ＰＦ I制

度の一般的な概要をご説明いただきたいと思います。 

  伊関委員、よろしくお願いします。 

○伊関委員：城西大学の伊関と申します。よろしくお願いいたします。 

  スライドが出てからお話しさせていただきたいと思います。ＰＦＩというのは非常にわか

りづらいです。ただ、一応病院の観点からＰＦＩを考えたらどうかということで整理はして

います。私自身の専門は行政評価だったのですけど、最近は自治体病院の経営がかなり中心

になっていまして、余り研究している人間がいない状況です。 

  ＰＦＩとは何かについて２０分、お手元の資料がかなり大きなものですので、飛ばして、

簡単にお話しさせていただきたいと思います。 

詳しくは――きょう、本屋に並べたらしいんですけど、私自身はまだ手にしていないです。

「まちの病院がなくなる」という本を、時事通信社さんという会社から出版しているんです

けど、医師不足だとか自治体病院の経営、こういうところの問題点を書いて、最終章だけＰ

ＦＩをテーマに整理しました。 

近江八幡さんも書いているんですけど、あとは高知さんとか、全国の状況を整理したもの

があります。詳しくは、こちらをぜひお読みいただきたいと思います。テーマは、夕張市の

病院がなぜ崩壊したか――長先生と二人で、昨年夕張市の病院経営アドバイザーをしまして、

夕張市の医療継続の試みをした。何で夕張市が崩壊したかというのが一つの売りになってい

まして、そういう本です。 

きょうは、ＰＦＩの意義と、その課題について、病院経営という視点から議論を行います。

病院ＰＦＩは非常にわかりにくいです。ＰＦＩ自体がわかりにくいのと、あと、自治体病院

の経営が難しいので、何が問題かというのがそもそもわからない。 

ＰＦＩは、プライベート・ファイナンス・イニシアチブの頭文字をとったものです。ＰＦ

Ｉ事業は、公共性のある事業を、民間の資金・経営能力・技術的能力を活用して、民間事業
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者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的・効果的に実施するもの。何だかよく

わからないですね。要は、民間のお金を使う。民間が主導して施設の建設、管理、運営を行

う公共事業です。今までは行政が全部主導していたので、公共のお金を使っていましたけど、

民間のお金を使うというのがポイントです。民間にリスクの一部を移転させて、智恵を絞ら

せて成果を上げようと。良質の公共サービスをより少ない税金で実現するという考え方です。 

従来型は、要は行政が全部考えて、それで作業を限定して請け負わせることによって、モ

ノをつくっていたのですけど、そうするとお役所仕事が発生して、むだが発生すると。だか

ら、民間にやらせて、そのサービスを購入することで、より効果的に、効率的にやるという

のがＰＦＩの理論です。この効果はどうなのかということを、建築と運営の２つに分けて考

えます。 

ＰＦＩの議論の前に、なぜ病院の建築コストは高いのかということをお話ししたいと思い

ます。これは病院と診療所の建築単価ですけども、いわゆる国だとか都道府県、市町村、会

社、個人、そうすると市町村立の平米単価が一番高いですね。都道府県も高い。民間は診療

所とかが多いのでコスト比較はできないですけど、国だとか都道府県に比べても市町村は高

い。一般的に、民間に比べると自治体病院の建築は高いといわれています。 

それが何なのかというのを、軽く整理しました。４つあります。 

まずは、キャッシュフローを考えて、建築をしない。本来、民間ならば病院を建てる場合、

その病院の収入に見合った形で支出を考えて、その収入に見合った範囲内で建築を考えます。

自治体でもそういうはずですけども、ただ、キャッシュフローを考えないで、そのまま豪華

な建物がいいという発想で建ててしまう。 

実際、病院の建築というのは、ほとんどの住民の方も議員の方も反対しません。現場スタ

ッフも立派な建物だということを結構望みます。要するに、関係者は、病院にお金をかけれ

ばかけるほど、いいことだという意識が強い。政治家さんも、住民とか建設業界の評判も考

えれば、豪華な病院の建築に傾きやすい。役人も、予算を獲得した方が優秀という考え方が

強いですから、みんな豪華な建物になる。 

さらには、設計事務所が実際に病院経営というものを余り知らないです。いわゆるコスト

削減とか収益、経営診断的な形で建築はしません。どっちかというと、建築基準法の最低限

のものを考えて建築をする。さらには、高いコストでの発注を期待する建設業者さんとかは
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談合体質というのはやっぱりありますので、地域での談合体質みたいなものから、大きな利

益を出したい。だから、高い金額で出すという傾向がある。 

公務員も比較的、事なかれ主義ですから、容認する傾向もある。それを支えるのが、病院

の建築についての起債制度、それについて償還の交付税措置という制度がある。いわゆる交

付税というのがあるんですけど、国の所得税とか、酒税の３２％、法人税の３２％、消費税

の２９.５％、こういうのが地方交付税の特別会計に入って、地方交付税として地域に分配さ

れます。 

例えば病院が、公立病院事業債という形で建築費を借金します。その元金と利息の償還金

について、一般会計から繰り入れます。それについて交付税という形で、昔は３分の２、今

は２分の１になっていますけど、いわゆる交付税の支援がある。要するに、建物を建てて、

借金の返済に交付税で応援がある。そういう状態だから、地域としては交付税をもらえるか

らということで、結構大きな病院が建ったわけです。 

交付税がもらえるから、豪華な病院をつくっても、公立病院の事業債の償還を通じて交付

税措置がある。むしろ公立病院の事業債を使って公共事業を行って、地域活性化した方がよ

いと、そういうような傾向になる。それが、病院がきれいであれば、大きければいい面もあ

るんですけども、病院経営になぜ問題なのかと、こういう問題があります。 

まずは、起債の元利償還の負担、要は起債の同等分は交付税ですけど、残りは一般会計か

らの補填がなかなかないので、自前で稼がなければならない。自治体病院の経営というのは

ぎりぎりでやっていますから、そこに建物の元利償還、借金の返済をするというのはやっぱ

り大変です。それが、現場のドクターとかナースの労働につながってくる。それで、一生懸

命働いて借金を返さなきゃならない。一般会計もお金がない状況だと。 

さらに、こちらが問題なんですけど、減価償却という制度があって、建物と医療機器が豪

華なのはいいんですけど、減価償却費というのを、その金額に応じて生み出していかなきゃ

ならない。積み立てなきゃならない。ここの医業費用のところに減価償却費というのがあっ

て、それを積み立てる形になります。 

これが高知医療センターの減価償却費の見込みです。２年目から、豪華な建物を高知医療

センターもＰＦＩで建てましたから、これはＰＦＩで建てようが、普通の病院でも同じです。

毎年２０億円ぐらいの減価償却費を積まなきゃならない。要は、その分だけ現金を積まなき
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ゃならないのですけど、それは医療をすることによって稼がなきゃならない。結構大変です。

ぎりぎりでやっているところに、さらに減価償却を積まなきゃならない。 

そういう減価償却の負担の大きさに比べ診療報酬は、縮減政策です。一般会計の繰入金が

減らされている。結局、病院財政の余裕がなくなって、弾力的な病院運営ができなくなって

くるわけです。 

今、全国の自治体で医師不足が深刻になっています。中には、医師が大量退職して医療を

継続できない病院も出てくる。病院が新築することによって、積み立てなきゃならないお金

が出てくるということは、結局、医師だとか、看護師さんもそうです。待遇改善の余力を失

わせるのですね。今はできるだけ新築とか、そういうものをせずに、病院のお金を、できる

だけ医師とか看護師さんの待遇を改善して、そこのところにいいスタッフを集めるというこ

とが病院経営のポイントですけど、そこの余裕を失わせてしまうということが、やっぱり問

題の一つだと。 

じゃ、病院ＰＦＩで建築コストが安くなるのか。これは一般に性能発注というのですけど

も、これが従来型です。行政が設計と建設と管理運営に分断して発注します。それぞれに連

絡がないから、形式的にいく。ここは一体で考えるからコストが安く上がりますというのが、

いわゆるＰＦＩの売りです。高知がやっぱり同じようにしてＰＦＩでいったんですけど、た

だ、整備費が６４８床で、本体が２２２億円、１床当たりの建設費が３,４００万ぐらいにな

っています。やっぱり結構高いんです。ＰＦＩだから病院整備費が格安になるわけじゃない

と思うんです。豪華な病院を、従来よりも割安で建築できるレベルで、結局、ＰＦＩで病院

建築を行っても、高すぎる費用をかけて建築した建物は病院経営を圧迫します。 

例えば、高知医療センターの、いわゆる企業債・割賦金の償還、減価償却の累計です。１

年間に大体、２００５年で３０億、２００６年で４５億、２００７年で４６億、２００８年

で５６億、２００９年で５４億、これだけのお金を、医療を提供することで稼ぎ出さなきゃ

ならない。これは現場の人にとっては大変です。実際、金利も、企業債であれば２％ですけ

ど、ＰＦＩというのは、いわゆる割賦金償還という形になるんですけど、これは３．９９４

％で高いです。要するに、割高の金利のものをわざわざ払って、しかも多額の減価償却と巨

額の積み立てや支払いをしなきゃならないという構造がある。 

そういうことが、結局は病院の収支に影響してきて、１７年の時点で１９億の累積欠損金、
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これが２１年には７９億円まで膨れ上がるだろうという見込みになっています。非常に病院

経営については圧迫してきています。これは結構収入を見直した後ですけど、ＤＰＣを入れ

たりして収益を上げるという前提でやっていますけど、相当厳しいという感じはしています。 

少ない資金で価値ある病院建築を行うために必要なことで、ＰＦＩと一般の建築とを考え

てみたいのですけど、要はキャッシュフローを考えて、病院建築に可能な投資金額を考える

ことが必要だと。でも、これってキャッシュフローを考えずに病院建築をしちゃうんです。

可能な投資額でその病院が望まれる機能は何か、どのような病院構成にするか絞り込むこと

も必要ですけど、結局、採算を考えない豪華なものになりやすい。行政が抱える課題で、こ

このところは豪華なものを建てるという前提でやれば、ＰＦＩを入れようが入れまいが、結

局、収益を圧迫します。あとは、具体的に医療を行う必要最小限の機能を考えて設計すると

か、漏れ、むだがないかとか、安い建築費でやるとか、ゼネコンに工事（コスト）削減をす

ると、こういうのが理想的に行われればＰＦＩでも実現可能です。 

もう一つ、病院開設後の財務の危機に対して、どういうふうに行動すべきか。職員の意識

改革をする。これはやっぱり民間の場合、やります。だけども、自治体病院の建築の場合は、

現場職員はかやの外で、施設は天から降ってきたもの、無関心みたいな形だと。いざ、赤字

になると、稼げ、夜中の救急をとれ、仕事が大変になるぞ。それで疲れ果ててドクターがや

めていくという構図になってくる。豪華な病院から、実は医師がいなくなってしまうという

例も結構あるんですね。 

運営はどうか。ほかのＰＦ Iと決定的に違うのは、ＳＰＣという委託は、医療行為業務が

できません。いわゆる医療行為があって、政令８業務という周辺業務があるんですけど、そ

の他周辺業務、要はここのところしか委託できません。実は病院のコアのところが委託でき

ないので、周辺だけしか委託できません。それによってコスト削減ができるのと、高知では

いろいろ問題が起きています。あとで、これに書いてありますから見てください。ＳＰＣさ

んは問題が多い。それでコスト削減が可能なのか。 

いろんなコスト削減の要因があります。こういうようなものを八尾（市立病院）さんが一

応公開したものがあるんですけど、それなりの金額は出たみたいです。あとで見ていただけ

れば。ただ、近江八幡はこういうものを一切非公開にしています。何か企業さんの関係でお

金の関係は出せないという話も聞いていますけど、八尾は公開していますけど、近江八幡は
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公開していません。 

運営ＰＦＩの根源的な問題は、医療行為は委託できませんから、周辺業務に２つの組織が

あって、それが利害対立するのです。行政職員（側）が（行う）病院（業務）と、ＳＰＣ（が

行う周辺業務）と２つの、要するにここの病院には２つの組織が入っているわけです。これ

は、高知のある人が言ったんですけど、良いサービスはバーチャルだけど、利益はリアルだ

と。要は、ＰＦＩから高い金利でサービスを買っているんですけど、でも、ＳＰＣは株式会

社としてまず利益が必要で、利益の確保ができる範囲内でしかサービスを行わないんです。

だから、バーチャルな良いサービスを期待するのだけど、実は利益はリアルで、大したこと

はないという傾向も出てくる。 

そもそも、２つの組織が一つの病院にあるというのは非常に難しいです。リスク分担の中

で決まっているみたいですけど、中間領域というのは山ほどありますから、ここのところが

やっぱりトラブルになりやすい。残念ながら、ＳＰＣの病院運営能力は決して高くないです。

要するに、従来も委託を出していますけど、それをただ持ってきただけです。経験を積んで、

スキルを上げていくしかないのですけども、そこのところがなかなかうまくいかない。大体

は、言われたことだけやります。プラスアルファのことはしませんという傾向が出てくる。 

行政職員も問題があります。民間なら何でもできるという幻想があるので、お役所様が業

者に指導するという意識も生まれます。都合の悪いことはすべて業者になる可能性もある。

自分たちの問題は省みない。行政職員も意識を変える必要があると思っています。 

ここでは、病院のために何ができるかということを、両方が考えるべきです。価値の基準

は「病院経営や提供する医療にプラスになるか」であって、単に「委託関係だから」ではあ

りません。ただ、この委託関係は契約書にないことは一切やりませんという形になりがちだ

と。病院の経営をうまくするには、お互いどういう汗をかきましょうかという関係になれれ

ば、ＰＦＩもうまくいきます。でも、そういうふうにならなければ、うまくいかない。 

ＰＦＩの特徴にモニタリングというのがあるんですけど、これは、私は可能性を感じてい

ます。要するに、これをチェックして、サービスが出たかによって支払いをチェックする。

こういう可能性はあると思うのですけど、これが今回、近江八幡さんは行われていないとい

う話も聞いています。本当は相互で経営を向上しようというモニタリングがあってもいいな

と思っています。 
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最後に、近江八幡のＰＦＩの問題点は、これから出てくると思いますけど、私はこの本を

書くときに、近江八幡の経営内容を確認したいと思って、長先生経由で、ここに情報公開請

求をしました。いわゆる契約書のコピーをもらいたいと。高知県でも同じようにして、高知

県高知市の病院組合はくれました。ここの近江八幡市は情報公開に対して拒みました。契約

書を一切出さない、我々は絶対出しませんということを言われました。それで、本では近江

八幡は一切出さないことで問題だというふうに書いただけですけども、これはいわゆる契約

関係の守秘義務のベールに包まれているみたいですね。実はこの近江八幡の財務関係は、研

究者として、中がどうなっているのか、どういう問題が、どこにあるのかというのはほとん

ど見えない状況です。 

初めて今回委員会を開いたことで、この数字が明らかになってきたところです。サービス

内容が適切かどうか、チェックできていないみたいです。モニタリングは、そもそも行われ

ていないという問題があるみたいです。そういうところの問題点が恐らくＰＦＩの問題なの

かという感じがします。 

終わりにということで、ＰＦＩ自体が魔法の呪文と私は言っています。外国からやってき

た魔法の呪文で、こういう呪文に日本人は弱いんですよね。国も後押ししますから、最初に

ＰＦＩありきという発想になりやすい。ただ、呪文ゆえに、人々は夢を見ます。住民ゆえに

関係者の合意を得やすいです。やっぱり病院の移転とか、高知の場合は合併がありましたけ

ど、そういうものというのは、何かの物語がないと合意できない部分もあります。病院の移

転というところで、ＰＦＩの推進力にした部分というのがあるのかなと思います。 

ただ、魔法の呪文が、高知もそうですし、今回の近江八幡もそうですけど、解け始めてい

る。ＰＦＩというツールは万能ではないと思います。この魔法の呪文が解けて、実際の姿が

どうなのかということをきちっと分析することが恐らく必要だと思います。とにかく、ＰＦ

Ｉの考え方も決して全否定できないと思います。学ぶべきことはあると思います。ＰＦＩを

礼賛するんじゃなくて、全否定するんじゃなくて、ＰＦＩの長所・短所はちゃんと分析する。 

そのときに必要なのは、やっぱり病院経営をいかによくするか、医療をいかに継続するか

であって、ＰＦＩが先にあるわけじゃなくて、この病院の医療をどういうふうに継続してい

くか、医師・看護師がどう気持ちよく仕事をしていただけるか、医療スタッフがどう気持ち

よく仕事をしていただけるか。それには、病院の経営がちゃんと採算を維持するとか、健全
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な経営を維持していくとか。そのためにＰＦＩが必要なのか、必要じゃないのかという議論

を行うべきだと思います。 

ちょっとはしょって申し上げましたが、こんな感じです。 

○長委員長：ありがとうございました。 

  それでは、本委員会では、医療者、病院職員の方々の声を取り入れた議論を行っていきた

いと思いますので、職員の方から、これからの医療センターのあり方について意見を伺って

まいりたいと思います。 

  委員長から、次回までに資料の提出をお願いいたします。近江八幡医療センターが情報公

開請求に対して拒否した理由、日時、その根拠を書面で委員会に提出してください。もう１

点は、伊関委員の説明にありましたモニタリングについて非常に重要だというふうに認識し

ておりますが、それを行っていない理由について、ＳＰＣと市当局、病院のご見解を書面で

ご提出して、次回委員会で審議させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、病院代表の方から、あり方につきましてご意見を述べていただきます。院長で

すか、院長代行でしょうか。 

院長代行からお願いいたします。着席して結構ですから、どうぞ、ご遠慮ないご発言をお

願いいたします。 

 

 （３）関係者ヒアリング 

○近江八幡市立総合医療センター 須貝順子院長代行：発言の機会をお与えいただきまして、

ありがとうございます。院長代行の須貝でございます。 

  今、伊関先生の方からご指摘いただいたことがすべてかと思うんですけれども、市民の皆

様方には大変ご心配をおかけしているかと思います。おかげをもちまして、新病院の開業を

整えていただきまして非常に業務が整理されまして効率的になり、安全性も向上し、大変働

きやすくなったことは事実でございます。 

  医療の専門家集団５００人の職員の代表といたして、現状、職員の気持ちを代弁してみた

いと思います。ポイントはＰＦＩについての思い、それから市行政と病院の関係について市

民に知っておいてほしいこと、３点目が我々病院職員にできること、この３点に絞って１０

分弱お時間をいただけますでしょうか。 
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  まず、ＰＦＩの是非について、職員には選択の余地はほとんどなかったという状況でＰＦ

Ｉに踏み出しております。ありきという状況で職員全員がこの数年間、日常の業務の傍ら、

医療の安全な実施に、ＳＰＣとどのように力を合わせていくかということで今日まで議論を

積み重ねてまいりました。 

旧病院でも委託業務を十二分に活用いたしまして黒字経営を長年続けてきました当院にと

りまして、ＳＰＣという組織が本当に必要かどうか、日々考えさせられている状態でござい

ます。多くの委託業者を効率的に統括する組織は必要だと思いますが、民間の方がよいかど

うか。これはＳＰＣの管理運営能力によるかと思います。現在、ＳＰＣの委託業者統括能力

は、リスク分担、コスト管理という面に関しましては、これらを中心にしっかりされている

かとは思います。一人二役も三役もこなすような有能な人材がおられることも確かでござい

ます。 

しかし、日常の医療業務に共に歩むパートナーといたしまして、医療安全に関連する滅菌

業務、医業収益に関連します医事業務、それから医療コスト管理に関連する物流管理業務、

この３点あたりは特に問題があるかと現場では感じております。この分野は、特に医療現場

との隙間業務が生じやすく、フローどおりにやっていますから文句を言われる筋合いではあ

りません、では済まされないようなことがたくさんございます。医療・病院運営にとりまし

ては心臓部というような業務でございます。この業務に造詣が深いＳＰＣかどうかが命運を

分けるかと感じております。 

民間の智恵、ノウハウの発揮はなかなか実感しがたく、また独占一社による競争原理が働

かないことによる質の問題と、割高感などが現場からの声ということで上がってまいってお

ります。コストに見合った内容か、綿密な検証が必要だということでモニタリングの話もあ

るわけでございます。もし万が一、ＰＦＩを見直せと言われれば、どの分野か。また、その

際、我々職員がやっとのことでここまで築き上げたＳＰＣとの業務のあり方を一から見直す

ということになりますと、新たな委託業者との関係を築くというようなこと等も発生いたし

ますので、職員にとり多大な仕事が待ち受けていることを覚悟しなければなりません。また、

ＳＰＣにかわる統括業務をどのように組織立てて行うか、これも医療現場としては大きな課

題となります。医療現場といたしましては、本来の医療に全力投球したいということが正直

な感想でございます。 
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次に、２つ目のポイントでございます。これまで市行政と病院の関係について市民に知っ

ておいてほしいこと、これがございます。市民の健康を支え、５００人の市職員を抱える病

院事業は、病院単独の事業ではございません。病院を新築移転するという市の一大事業につ

いて、財政面のシミュレーションや医療計画を初め、市行財政がどのように計画性を持って

取り組んできたのか、大いに疑問ではないかと思っております。病院の新築再生事業を市行

財政全体の問題としてしっかり認識して、綿密に議論してきたかどうか。これが今回の騒ぎ

の根元にあるんじゃないかなと感じております。 

この期に及んで、ＰＦＩの是非について議論しなければならないという事態に、市民はも

ちろんのこと、病院職員一同も納得ができないというのが正直なところでございます。四、

五十年に及ぶ当院の運営が非常に優秀なものであったため、市行政は病院運営への関与や財

政的援助をほとんどせず、独立採算に近い運営が続けられてまいりました。国から市へ交付

された病院運営に関連する交付税が、どの程度実際に病院側に渡されていたのでしょうか。 

当院の記録では、昭和４３年ごろから正確な記録が残っております。物価も異なりますが、

２００万円程度から始まりまして、実際、１,０００万円台から数千万円台で経過し、やっと

平成５年から２億円となっております。一昨年まで、この額で来たわけです。ごく最近の２

億円となってからで見ましても、国から市行政に下された交付税にうち、１から２億円程度

が、病院ではなく、市の運営資金として使われ、平成４年以前はもっと多くのお金が病院へ

は入らず、市でとめ置かれたのではないかと病院職員は考えているところでございます。 

市民の皆様方には、これから多額の税金を投入しないとやっていけない病院という思いを

お持ちかと思いますが、今まで国から下されるお金のうち、病院に分配すべきお金が市一般

行政に回され、市民生活の助けになっていた部分があり得るという事実も知っておいていた

だきたいなと思っております。このお金を病院新築のための資金として計画的に貯金してお

けば、何十億円となり、今回の騒動はなかったかもしれません。同じように、ＰＦＩ事業を

行っている八尾市民病院は、開院までに５０億円の資金を主として病院用に積み立てたと漏

れ聞いております。 

また、病院前の道路整備費用なども、我々病院職員が稼ぎ出してお支払いしなければなら

ないのも疑問に感じております。数十年及ぶ優秀な運営のために、何も手がかからなかった

というか、逆に国から市のためにお金をとってきてくれる存在と勘違いされていたというよ
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うな病院が、新築という大規模でお金が必要になったと、今になってこのような騒ぎになっ

ております。市行財政のあり方、病院運営に対する関与の仕方にメスを入れ、ぜひ提言の中

に触れておいてほしいと病院職員は考えているに違いないと思います。 

最後の３点目でございますが、病院職員にできること、それは地域医療のまさに中核とし

て貢献すること以外にありません。今、医療の可視化、標準化、包括化の動きに乗りまして、

粛々と着実に業務を進めておるところでございます。１年を経過いたしまして、医療現場は

やっと慣れ、本格的にアクセルを踏んでパワーアップするという意気に燃え、非常に元気で

す。この点、市民の皆様にはご安心いただきたいと思います。 

特筆すべきは以下の４点です。病院機能評価（Ver.5）も間もなく認可となろうかと思いま

す。１年経って、全員の頑張りでペーパーレスの電子カルテにも慣れたということです。た

だ、特に医師の負担感はこの電子カルテにより非常に大きくなったということもご報告して

おきます。３点目に、ＤＰＣという包括医療制度にも前向きに取り組んでおるところでござ

います。４点目、急性期医療の要としての救命救急センターもフル稼働中ということでござ

います。新築前の準備から移転後の１年間、医師、看護師を初めといたしまして、医療スタ

ッフのやる気と能力は、大変なものであると私は誇りに思っております。経営上何ができる

か、おのおのの現場で黙々と働いておりますメンバーも片時も忘れることはございません。

医療の質を上げ、安全な医療を行うことが、患者の皆さん、地域全体に喜んでいただくこと

が、医療収益のアップにつながることをわかっているからです。 

あわせて、原価管理を行い経費節減に、ますます努めてまいる所存でございます。医療安

全に要するコストは莫大ですが、今まで黒字経営を支えてきた我々職員は、さらに新たな切

り口を求めていきます。そのためには、我々医療従事者のやる気にブレーキがかからぬよう、

またＰＦＩで混乱しているからとあらぬ風評被害にさらされて、医師や看護師の確保に支障

が出ぬように、この点、切に願いたいと思います。優秀な職員が流出すれば、病院運営はひ

とたまりもないからです。 

もう１点、職員定数が大きな壁として立ちはだかっております。これもぜひご議論いただ

きたいと思います。当院は近江八幡市のみならず、東近江地区医療の最後の砦ともいうべき

拠点病院です。市民の皆様同様、職員一同固唾をのんで議論を見守っております。どうぞ、

よろしくお願い申し上げます。また、いろいろ勝手なことを述べさせていただきました。お
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許しくださいませ。 

 

 （４）意見交換 

○長委員長：ありがとうございました。 

  院長代行の切々たる訴えについて、きょうテレビを見ていらっしゃる多くの職員が感動さ

れたのではないかというふうに思います。 

このたび、総務省に公立病院改革懇談会が設置されまして、『公立病院改革ガイドライン

』が間もなく各自治体に通知されますけれども、特にその中で、近江八幡医療センターのこ

とを想定している内容も含まれています。 

一般会計からの繰り入れ対象となる医療機能を十分に発揮しているかどうかを検証する必

要があると。今までは、相当多額な地方交付税措置が存在したと思っております。２億程度

しか公立病院に対して交付してこなかったことについて、市は重大な反省を求める必要があ

るというふうに申し上げておきます。 

今後、このように非常に努力して模範的な経営をしてきた、またしつつある病院に対して、

政府がこれを評価しないということはあり得ない。こういう努力した病院には報いる。努力

してない病院は診療所にしてもらうと、こういう厳しい姿勢はご案内のとおりでありますが、

そういうことをご理解いただきたい。病院職員には私の方からも高く評価しておりますし、

責められるべきは行政である、官僚であるということを申し上げておきます。 

あと、今回の公立病院改革ガイドライン、特に１３ページに、最終報告で漏れていたとこ

ろを申し上げますと、総務省としては積極的な情報開示を全国に求めるということで、報道

機関にも積極的に開示しなければいけませんけれども、それのほかに、病院職員等の意見を

評価委員会で必ず入れなさいということが入っておりますということを、追加して申し上げ

ておきたいと思います。 

公立病院改革ガイドラインの真の目的は、財政再建ということではなくて、医師を確保し

て地域医療を守ることに最も重要な目的があって、数値目標は技術的助言にすぎないという

ことを書いてありますので、誤解のないようにお願いしたい。ただし、本病院のように長く

黒字であって、税金を当てにしないで独立採算的にやってきた病院については、今後もこれ

以上に手厚く財政支援をして、医師確保のために全力でやってほしいという姿勢が政府から
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示されるだろうと思います。 

なぜ数値目標を厳しくしているか。病床利用率７０％未満は診療所になってもらうという

ことは、激励でありまして、きょう、会長もいらっしゃって後ほどご説明があると思います

けど、決してそういう締めつけだけをしているんじゃないと。あくまで医療の質を守ると、

医師不足、産婦人科とか、そういう人が安心していただけるように、麻酔医も４人じゃなく

て６人にするとか、外科医はどうするとか、正看護師は何人張り付けるのか、そういうもの

はすべて予算措置をしていただいて、自治体はこれに応じなければいけないと、こういうこ

とであります。 

これから１時間ぐらい、各委員からご質問、あるいはご意見をちょうだいしたいと思いま

す。 

まず、小山田会長から、総論を。 

○小山田委員：私は、先ほどご紹介がありましたように、全国に約１,０００あります自治体病

院の医療する側です。つくっている側ではなくて、先ほど院長代行先生が本当に切々と訴え

をされましたけれども、そうした側に立って仕事をしておるわけであります。院長代行先生

のお話、それから、ただいま公立病院改革懇談会の座長をしておる長先生から、私どもに対

して本当に蘇るような構造改革、そして、それは地域医療を守るという観点からで、経営が

主体ではないというようなことをお話しされたことは、大変心強く思っております。 

  今、自治体病院は医師不足、それからこういう経営の問題で地域医療が維持できないとい

う、地域医療の崩壊といった状況が続いておるわけでありますが、この病院では、２年前ま

では本当に市の一般会計からの繰り入れもわずかな中で、ずっと３０年間黒字だったんです

ね。それに市が甘えていたという側面がありますが、それがＰＦＩと、それから新しい病院

の建築によって、今後の健全経営だけでなくて、いい医療の提供体制が崩れていくというこ

とが大きな問題なんですね。ことし１年、あるいは２年だけの問題ではない。これは３０年

間の払う側の契約でありますから、１年から黒字経営でなければ、３０年間すべて、この病

院だけでなくて、市の財政が破綻することは明らかでありまして、これは非常に憂慮すべき

事態だと思っております。 

  経営の面からだけにしますと、（ＳＰＣへの支払いが）年間２２億出されております。こ

れは病院の職員の皆さんが本当に血と汗で稼いでといいますか、働いておる、その面につい
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ては、私、多くの自治体病院を見、そして私自身も体験をしてきたわけでありますが、医療

の質は本当に模範的なんですね。病床利用率、あるいは救急患者の受け入れというようなも

のをしっかりとやっておるのに、将来の見通しが立たないということであれば、しかも３０

年間、立たないということであれば、このままいけば当然残るのでありますけれども、この

病院は崩壊していくということが明確だからであります。 

  そして、そのＰＦＩに２２億円出しておるのですけれども、その効果が明確でない。その

契約内容も、先ほどから出ましたけども、どういう形で契約したのか、地域医療をどういう

ふうにして守るのかと。これにはどういうお金がかかるかという、なぜ２２億円を出さなく

ちゃならんのかということが、病院長あるいは職員に公開されないという中で決められたこ

とは、恐らく職員の皆様方にとっては、あるいは市民の皆様にとっても、非常に不満の多い

ところだと思っております。 

  このうち、例えば病院の建築費が１２０億以上かかっておりますが、国からこの１２０億

円を借りたといたしますと、金利２％で借りられるのですけれど、このＰＦＩに頼んだとこ

ろが５％です。その差額は４億から５億になります。今年度も、この差額を民間の銀行にも

し借り換えたとすると、今年から黒字になるはずです。 

そうでなければ、この病院長、職員が契約したのではないので、この分は市が当然契約し

た責任を持って負担すべきであります。あるいはまた、負担できないのであれば、このＰＦ

Ｉを契約したＳＰＣの会社との再交渉によって４億を何とか少なくする。あるいはまた、も

しそれが不可能であれば、４億円に相当する質の提供、サービスの提供、そのことによって

職員がいい環境で働ける、そして患者さんにとってもいい、というような医療が提供できる

ことがなければいけないのではないか。ぜひ、そうした面に配慮をした上で、もう一度、病

院の職員と一緒にこのＰＦＩについての問題、そして、いかにして健全経営をやっていくか

というようなことを協議していくべきではないかと思います。 

  最後に、職員の定数ということがありました。自治体病院というのは、私どもがつくった

ものではなくて、地域の住民、そして市の行政、市長、知事がつくったものであります。そ

して、片方で健全経営、そして医療の質の向上といいますけども、この病院のような中核的

な病院の医療をやっていくためには、医療の本体、それは医師、看護師、薬剤師等々の医療

に直接関わる方々の数が定数によって拘束されていたのでは、何の根拠もない。 
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  それで、私は昨年総務省から出されました人員削減について、これは自治体病院について

は少なくとも、先ほど言いました、医療本体の医師、看護師、薬剤師等、ぜひ医療本体に関

わる部分については、この枠から外してほしい。そして、各自治体の長、それから各病院の

病院長に対しても、これは定数外にして、必要なところには増やさなければ、正しい、いい

医療の提供はできないので、そういうような配慮を願いたいと、こう言っておるわけです。 

 これはなかなか実現できませんが、この際、やはりそうしたことで、病院外の職種を削減

することによって、あるいはその他の方法によって、条例でできるんです。なので、そうし

た面の配慮をして、一つはしっかりとした医療をしておる職員が安心して医療提供できると

いうことじゃなくて、地域の人々が医師も去っていくこともなく、安心してこの職員に守ら

れて、この地域に長く住むことができるなら、生活することができるなら、そして年を老い

ても、あるいは看取られるときでも、安心して死んでいけるという環境を、ぜひこういった

ことによって継続して医療が提供できるんだろうというふうに考えておるわけであります。 

 そうした形で、このＰＦＩの見直しといいますか、ということをぜひお願いしたいと思い

ます。以上です。   

○長委員長：吉川委員から、どうぞ。 

○吉川委員：私も自治体病院に４月までおりました。本当に今、自治体病院は経営収支の問題

と医師不足の２つのスパイラルで両方が悪いことをし合って、どんどん暗い状況になってい

るんですけども、先ほど来、行政の方が悪口を言われているんですけども、こういうふうに

あり方委員会をつくって公開されてやったということは、私は敬意を表したい。やっぱりこ

れだけ勇気が要ったんだろうと思います。 

  私からみれば、結局、医療の質が大事で、粛々としてある医療をやっていれば病院は絶対

つぶれることはないだろうと。つぶれるとしたら、それ以外のことなんですね。この病院を

見ますと、救急とか、それから小児も含めて周産期、それからリハビリも、この地域に不足

で、この部分は病院としては非常にやりにくい医療ですね。でも、それをやっているという

ことで、私は医療の質はしっかり頑張っていると思いますし、働いているドクター、ナース

がサボっているかというとそうではない。収入を見ればわかるように毎年、毎年上がってい

ますね。これ以上は無理なぐらいに、多分この収入の面から見たら私はよく働いていると思

いますから、この病院の収益が悪いことと、医療職の人たちが頑張っていないということは、



 - 23 - 

決して混同しないようにしてほしいと思います。 

  それから、今、自治体病院では多くの病院で医師不足のため、診療科や病床をクローズし

ていますけど、この病院はそういう話を聞いておりません。多分、この近辺にはあると思う

んですね。大阪市内で言えば、八尾だとか東大阪だとか、それから泉州地域という堺より南

の方です。あのあたりは和歌山医大、それから奈良医大からドクターが来ていますね。奈良

医大もいろんな事故があったように、医師不足で苦しんでいます。和歌山も同じであります。

そういうのにもかかわらず、大阪府の病院に医師を派遣することはいかんという、いかんと

は言わないんですけども、おかしいのではないかという、県民から見ればそうでしょうね。

そういうことがありますので、そういう県境の自治体病院は医師不足が顕著になっています。 

ですけど、この病院はそうでないということは、院長初め幹部の先生方の努力もそうです

し、大学から見れば、京都府立とか滋賀医大から見れば、この病院は医師を派遣しやすい、

ランキングが高いというんですけども、ドクターに行ってよと言ったときに、すぐ行ってく

れる病院に近いという状態だろうと思いますから、このメリットをぜひ生かしていただいて、

これがほかの面での職員のモチベーションを下げるような、収支の悪化というものを、いろ

んな面で頑張って、私たちもお手伝いできればというふうに思います。以上です。 

○長委員長：長瀬先生、お願いします。 

○長瀬委員：今、各委員からお話しされたとおりでして、きょうは病院の中を少し見学させて

いただきましたけども、医療従事者の皆さん、非常によく働いていらっしゃると思います。

それは数値の上で、この短期間に医業収益を見たときに、１０％近い、あるいはそれを超え

る成長をしているというのは相当の努力がない限り、これは達成できないことであるという

ふうに思います。 

  それで、急激にこの新しい建物に移って、そこで収支で見たときに、問題になるのは収入

の部分じゃなくて、これは明らかに支出の部分であり、それも医療に伴って必要な医薬品費

というのは当然かかりますし、かなりの部分を占めるわけですけども、そこの部分というよ

りは、その基本にある建物とか、あるいはそれ以外の、今回のＰＦＩ事業で言えば、ＳＰＣ

に対する支払いがどうも固定費化されているというような契約になっているようにも見える

んです。 

そこのところに問題があると言わざるを得ない。原因を消去していくと、そこにしか帰着
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しないというふうな印象を持っております。それがなぜ起きてきたのか、あるいはこれから

どうすべきかということに絞って、今後検討しなければいけないんじゃないかというふうに

感じました。 

○長委員長：私は、総務省の懇談会では、新入社員が来ないような株式会社の存在はないだろ

うと、そういうようなことを言い続けてきたわけです。会社経営をしている方ならおわかり

でしょうけど、新入社員が来てくれないような会社の将来はないわけです。 

やはり臨床研修医が、当院で言えば前期で６人、後期で６人とか、そのくらい来るような

病院になれる体質があると吉川委員がおっしゃってくれたので、今回の目的は、やはり研修

の実習を含む広域的な医師派遣の拠点機能として、ますます頑張ってやってほしい。またそ

の余力がある。 

再編ネットワーク化における中核病院として活躍していってもらうと。ですから、病院機

能については誇りを持ってほしい。さらに発展的には、当病院だけよければいいということ

じゃなくて、中核病院として政府の期待に応えて選択と集中で地域の医師不足問題に取り組

んでほしい。そのような病院への財政支援措置を行うということを総務省はかなり明確に言

っておりますので、きちっと役割を明確にして、公立病院が公立病院としての役割で、最も

重要なものは医師の確保だということを掲げたことをご理解いただいて、吉川委員の激励の

言葉を受け止めていただきたい。 

それで、委員長からいろいろ質問をさせていただきますので、次回までに回答をお願いし

ます。今回大変ご立派な本、「ＰＦＩ方式による新しい病院づくりへのこころみ」という本

が出まして、これを拝見しました。その１２１ページあたりに、このＰＦＩの導入の経緯に

かなり問題があると。平成１３年１月、ＰＦＩ可能性調査検討結果審査委員会というのがあ

ったと。西村周三氏、私も尊敬している京都大学の副学長を委員長にした４人の専門家が、

今回のＰＦＩ事業については、留保点があると言って、たくさん書いています。 

ＳＰＣに利益が生じた場合、どうなるんだ。また、事業が財政的に破綻した場合、病院が

破綻することはないのですか。破綻した場合、その責任はどうなるか。あるいは、医療供給

体制の大幅な変更、診療報酬の体系の大幅な変更、例えば３.１６％報酬が下がったと。売り

上げが３.１６％下がったら血の海になるのは当然ですわね。そういうようなことについて、

契約を決めるか、どのようにするか事前に取り決めておきなさいと。あるいは、建設費の節
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約、業務の委託化に関しては直営でも可能ではないかという、極めてきちっとした意見をこ

の本に出している。 

ところが、それから２カ月したら、この４人の委員が妥当と認めたと市長は言っている。

留保点についてどのように判断したかという点を書面で提出願いたい。なお、その留保点と

いうのは極めて重要だと、そのことについて、それを選定委員会も同じ委員がやっているよ

うですが、そうですね。 

○長瀬委員：はい。選定委員会のところに西村周三京都大学教授の名前が入っていますので、

その留保点については認識をしていたものではないかというふうに思います。 

○長委員長：はい。 

  弁護士、これについてはどうですか。法理論じゃなくて簡単に一言、問題があるかないか。 

○大川委員代理：締結の前提として、そういったことについて十分に議論が尽くされていない

ということになれば、それは一つの問題点として議論しなければいけないいうことです。 

○長委員長：契約の有効性については、法律事務所の見解を出していただきたいと思います。

よろしくご協力をお願いします。 

○大川委員代理：（うなずく） 

○長委員長：市の事務局、いいですね。 

○正木委員：（うなずく） 

○長委員長：それでは、ほかに。伊関先生、どうぞ。 

○伊関委員：ここでちゃんと整理しておくことが２点あります。まず先ほどの議論もあります

けど、ＰＦＩだけが問題ではないと思います。要は、病院の経営自体が非常にお役所病院的

な部分が、現場は一生懸命頑張っているんだけど、例えば職員定数が自由にできないという

形で、官僚主義的で硬直的な部分も多い。ＰＦＩそのものの計画を導入する際の、いろんな

計画がずさんだった部分もある。これは、経営そのものというよりは、いわゆる事務部門と

いうか、マネジメント自体の課題があるんだろうと、そこについてちゃんと整理しておくこ

とが必要だと思います。 

  具体的なＰＦＩについては、先ほどの滅菌、医事、物流、この辺がやっぱり問題だという。

要するに、いわゆる金利が、先ほど小山田先生が言われたように、高いわけですね。そうい

うものを建てて、さらにお金を毎年、毎年運営費で出しているんですけど、いわゆる松、竹、
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梅でいけば、松のお金を払っているのに、サービスは梅のものしか出てこない。松を払って

いるんだから、梅のサービスじゃなくて、松のサービスを出してくれと言うのに対して、い

や、契約では梅で決まっていますから、梅しか出しませんと、そういうことを主張されてい

るようなにおいがちょっとある。 

そこのところの、いわゆるコスト高の割にはサービスが悪い。それがやっぱり経営を圧迫

しているという面、いわゆるＰＦＩの理論もありますけど、このＰＦＩの運用自体の問題に

ついてもちゃんと整理しておくことが必要です。ここをやっぱり２つを分ける必要があると

思います。 

  特に私から確認しておきたいのが、要は滅菌、医事、物流のどこが悪いのか。ということ

は満足できるレベルに達していない。この辺、実際に現場の先生方からお話しいただければ

なと思います、どこがだめか。 

○長委員長：まず、院長、どうぞ。 

○槙委員：具体的な話にいきますと、滅菌に関しましては現場で聞いているのは、鋼製小物の

痛みが早いんじゃないかという感覚があるんですね。だから、いわゆる今までに買い換えて

いるサイクルよりもちょっと早くなるような傾向がある。たった１年しか経っていないのに

いくつも買い換えてしまったというふうなことをお聞きさせてもらっている。ということは、

結局、扱いが乱雑な可能性もありますし、あと、土日に一応業務を休まれるということで、

ただ、病院は２４時間ずっと毎日動いていますので、土日に発生してきたような汚れ物もあ

るわけですけども、それを液体に浸けて月曜まで待つという間に、逆に痛んでしまうんじゃ

ないかということは類推されています。一応、看護師の方で過去の痛む度合いと、今の度合

いと、金額的なレベルで例えば１年間になんぼぐらいそういうのにお金を回しているかとい

うのを出してもらっているところです。 

 あと、物品・物流に関しましては、個人的にちょっと前に向うの担当者とけんかになるぐ

らい腹が立つことがあるんですけど、ＳＰＤの定義というのは適正在庫管理が基本だと思う

んですけども、向うはそうではない。認識の違いだというふうなお答えをいただいて、愕然

としてしまったんです。そういうふうな人が、あたかもＳＰＤのプロのような顔をして、現

場から注文があったものを滞りなく届けるというだけの作業をしている。これでは、プロに

委託しているという意味合いが全然ないではないかというふうな認識を持っています。 
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  その辺が２つ、具体的な例としてはあります。 

○伊関委員：あと、医事の方も、ちょっと発言してください。 

○長委員長：どうぞ、やってください。構いません。 

○槙委員：医事に関しては、最初のころはかなりいろいろ問題があったと思います。今でも若

干問題はあると思いますけども、電子カルテの導入ということで、医者の仕事が増えてくる。

医者が発生源入力といって、オーダーを立てないと全部乗っていかないということです。そ

れで、請求漏れということに関して言えば、結局、医者が入れていないから我々は請求でき

ませんでしたという論理が最初はまかり通っていた。 

それでは、一緒に病院の経営を考えていく上では困るだろうと。何の請求が漏れていると

か、そういうことも含めて我々に提言していただくのが、プロとしての医事業務のやり方で

はないかということを何遍も詰めさせてもらいましたけども、最終的には、この春に我々自

身がコンサルタントを別に雇って１カ月分のレセプトを全部チェックさせて、どこに漏れが

あるかというふうなことも今チェックさせて、それから、それを逆に向うにお返しして、ち

ょっと漏れが少なくなってきているというのが実情です。 

○長委員長：それなら、即日クビですよね。例えばニチイ学館等の方がいいんじゃないか、や

っぱりここの場合、ニチイ学館に戻ってもらったらいいんじゃないかと。 

  そもそも、３０年間、某会社にしていく契約なんていうのは笑止千万だと思いますよ。公

立病院を何と心得ているか。常に緊張感を持ってやってもらわないと困ると思うんです。３.

１６％売り上げが減っているということになれば、民間病院だとか、ほかの公立病院はレセ

プトのコストを減らしてくれとか、何とか交渉があるけど、院長先生、やっていますか。そ

れはだれの仕事ですか。 

○槙委員：我々、現場でやっているつもりですけど、なかなか交渉が進まないですね。 

○長委員長：はい、それで結構です。 

○槙委員：一応、困っているのは、やっぱり旧の病院のように直接委託の場合には、直接交渉

ができるのですね。今はどうしてもＳＰＣというのが間に入りますので、いつも間接的な話

し合いしかできませんので、かなり効率が悪いです。 

○長委員長：ストレスになるでしょう。 

○槙委員：もうストレスで。 
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○長委員長：今回、短期間でご依頼を受けて、各委員は超忙しい人ばかりなものですから、株

式会社ＩＴＮＹが作成した報告書を拝見して大変参考になりました。きょう、市民の皆さん

にも、なぜ私がＩＴＮＹの報告書を評価しているか、一番わかりやすい内容を申し上げます。 

  例えば、建物の保守管理業務の８割以上は開院後１１年以降の出費である。それはそうで

す。新築のところにすぐ修繕業務なんてないですよね。すぐ壊れちゃうんじゃ、そもそもそ

れが問題です。ところが、開院時から支払う契約条件になっているということを指摘してい

る。 

要するに、３０年間の維持管理費用というものを計算して、その３０分の１を前倒しして

最初から払うんだと、こういうような指摘があります。そんなばかな契約をするのは普通な

いと思います。私が民間の経営者だったら、１１年目に水道管が壊れるかどうか、どうやっ

て積算するのか。２０年目に下水道をかえなきゃいけないとか、それは真実なのかどうか。

これについては精査する必要がある。ＩＴＮＹによる報告書は、徹底的によく調べていると

いうふうに高く評価しています。 

あとは、もう１つ、小山田会長が仰ったように、そういうリスクがすべて病院にある、金

利の問題ですね。それについても詳しく説明してほしい。なぜ、そういう高い金利で高額な

資金調達をしているのかと。直接借り入れればいいんじゃないですか。政府から借りていた

だければ２％なんて、会長も言っているわけですよね。 

ＰＦＩそのものを院長代行が言うように、全部やめるというんじゃなくて、政府がお金を

貸してくれるなら借換すべきと思います。今だって、元利償還金の２分の１を政府は出して

いるんでしょう。同じですもの、政府とすれば。だから、私は申請すればそっくり肩代わり

してもらって、年間３％で四、五億、会長が仰るように、今年から黒字だという話は、かな

り見込みがあるんじゃないか。それが書いてあるんです、この中に。ですから、こういう調

査報告書を見ても納得できることが多い。 

例えば、固定資産税に関する指摘もある。固定資産（建物）はＳＰＣが持っているから市

の収入になると言っている。それはそうですね。ところが、病院の方は２２億の中に固定資

産税が入っていると言うんです。「行って来い」だということが書いてある。市当局は、次

回までにＩＴＮＹの報告が間違っているか、間違っていないか報告してください。また、そ

の金額は幾らか。これは固定資産税評価も出してください。１床３,０００万というのは高い
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です。民間だと１床１,０００万、これは前に私が講演をやらせてもらったときに言いました

けど、３倍で造っている。しかし、どうも表だけはご立派だけど、結構安づくりだ。トント

ンと（壁を）叩くと鉄筋じゃないですね。鉄筋だったら３,０００万でしょうね。それでも高

いんですけど、鉄筋でも１床１,０００万でできるんですね。そんなこともありまして。大林

がぼろ儲けしたとか、そういうことじゃないんですけど、一応さっき伊関准教授が説明した

ことについて、納得したいという市民が多いでしょうから。 

次に、一時借入が三十数億まで膨れ上がるという資料があります。赤字ですから当然信用

金庫とかから、サラ金に行って借りるようなものですけど、始めたんですね。そのことにつ

いても説明を求める。そのようなことは大変病院の職員も傷つける。本業はこれ以上できな

いぐらい一生懸命やっているのに、なぜ借金が増えるんだと。 

ですから、予算通り旧病院を売却して、平成１９年度内に埋めるべきですね。アスベスト

だとか何とか、いろいろ言っているんだけど、この病院を残すために、全力で売却して一時

借入をゼロにして元気を出させてほしい。来年度なんてとんでもない話ですね。今使ってい

ない病院を外から拝見しましたけど、バブルが崩壊して不動産価格が低迷しつつある中で、

急がないと売れませんよ。予算で決められたことを行政当局は執行する義務がある。私は、

それができないのは市長の責任になると思いますよ。 

そして、３３億という一時借入は全部消去しないと、イエローカードになりますよ。収入

の１０％を超えると、資金不足比率で早期健全化基準が適用される可能性も高いというのは、

会長がおっしゃったとおり。それについては、早期に遊休資産の売却をどんな手段を使って

も売却して、病院の不良債務を消すべきだ。不良債務があること自体が、院長代行、不名誉

ですよね。何で私たちが不良債務をつくってきたのか。それは市ではないか。豪華病院を造

って、そのことについて市当局は責任を持った財政運営をすべきだと。反論があるなら、市

長、どうぞ。副市長、どうぞ。ないですね。あるはずがないと思います。あるのであれば書

面でゆっくり出してください。 

まだ時間がありますから、会場からまた。特にないですか。 

○伊関委員：とりあえず私もお願いしたいのが、現場のスタッフの方々にアンケートをぜひと

ってください。質問項目はやっぱり今の病院運営に関しての課題みたいなもの、あと、今後

よりよい病院運営をしていくために、どういうことが必要かということを、現場の職員の声
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を聴けば一番本音が出てくると思いますので、そこのところはぜひアンケート調査をしてい

ただければと思います。それを見ると、結構また答えが出てきますので、それをやってもら

いたいと思います。 

  あと、先ほど病院長先生からお話をいただいたんですけど、滅菌、医事、物流――もう１

つ質問項目で、要するに、今のＳＰＣのサービスのいわゆる「梅」のところが何なのかとい

うことを、ちゃんと言葉で整理しておいた方がいいと思うので、どこが問題かというのを現

時点でできればまとめていただければありがたいと思います。 

それで、金額が要は高いという話があるみたいですけども、これはなかなか出ないかもし

れないけども、直営で万が一、やっていたらどのぐらいのお金がかかるだろうと。今回、Ｐ

ＦＩで委託をすることによって、どのぐらいの金額がかかっているかどうか。要するに、行

政が直営なら安いのか高いのか。これは実際にＰＦＩを導入するときに見積もりをやってい

るわけですから、それでＰＦＩの方が安いという見積もりでＰＦＩを導入していますけど、

今１年目でやったわけですから、それが実際直営でやった方が安いのか高いのか、それにつ

いてはちゃんと資料を出していただきたいと思います。 

それが、ＳＰＣさんが経営上の秘密と称するならば、それは不誠実な相手だと思います。

ちゃんと民間でやるなら、コストがどのくらいかかって、どのくらいの安さでやっていると、

直営であればどれだけコストが安くできるのか、高くできるのか。その見積もりを客観的に

公開して、それで意見を見ないと、我々、一般的にはどうも高そうだなという感じはあるみ

たいです。でも、本当かどうかわからないですから、それが数字で出てこなければ、やっぱ

りまずいのだろうと思います。これが運営の部分だと思います。そこのところは、ちゃんと

資料を出していただければと思います。具体的なサービスコスト、直営でいいのか、ＳＰＩ

が安いのか高いのか。これが一番わかりづらいので、そこのところぜひ比較した資料をつく

っていただきたいと思います。 

あと、金利について、どういう状況かペーパーにして、今５％だと言っていますけど、市

民の方にも幾らの金利を払っているのか、当時の企業債が何パーセントか、それの比較でど

のぐらいの支出が増えるのかということ、これもペーパーにして公開してください。そこの

ところがちゃんと出てこないと、それは病院の職員の方も見なきゃ納得しないでしょう。市

民の方も、議員さんも納得しないんじゃないですか。ここはとにかくひたすら隠しまくって
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いるわけですよ。企業機密の名のもとに、いろんなものがブラックボックスです。このブラ

ックボックスをちゃんと数字として出していただいて、それがリーズナブルであれば、ＰＦ

Ｉは賛成ですよ、私は。それでいいです。 

でも、それがブラックボックスで出てくれば、それは医療をやっている現場の人たちに対

して失礼ですよ、はっきり言って。だから、そこのところをちゃんと出してくださいという

ことは、委員としてお願いしたいと思います。資料的には、そんなところだと思います。 

○小山田委員：それで、いろいろデータを――これがＳＰＣの方から我々がこの基準を持って、

あなた方は直営でやるよりも、このくらい安く、しかも効率的にやっていると、向こうから

とってください。 

○伊関委員：はい。そのくらい出てこないと、まずいですよね。 

○長委員長：そんなところに税金を投入するというのは認められるわけがない。契約はすべて

に優先するというなら、税金なんかもらわないでください。ＳＰＣはレストランとか、医業

収入の利益で食べているんでしょう。それは税金が相当投入されているわけです。 

ですから、今後も投入するのですから、その中に例えば A子さんに幾ら払っているとか、

Ｂ子さんに幾ら払っているとか聴くんじゃないんですからね。よっぽど荒稼ぎしているから

隠すんじゃないかと思う人もいるかもしれませんよ。オリックスみたいに批判されたくなか

ったら、やっぱり早めに出してください。近江八幡はそんなことないでしょうねと。 

  事業契約書について、弁護士の意見を伺いますが、ＳＰＣへの支払いの詳細を決める別冊

１なるものがいまだ締結をされていない。これに対しては、既に一回目の支払いを行ってい

るが、契約の内容が決まっていないのに、支払うことがあるのかと僕は思うんですが。 

弁護士の意見をお願いします。 

○大川委員代理：いただいた資料だけで、いま一つどこまで契約したのかというのがはっきり

しない面があるんですが、確かに細かいところを取り決めるという部分で未締結の部分がど

うもあるようですので、その部分に関してはまだ協議未了ということで、必ずしも確定的な

支払い義務が発生しているのかは、ややあいまいな部分が残っているとは思われます。ただ、

そこの点については、詳細を検討しないとわからないという部分がございます。 

○長委員長：法律事務所でそれなりの見解を出しますから、必要な書類を提示してください。

ですから、契約書というものは表書きが分厚く山ほど書いてありますが、一番肝心な内容と
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金額が明示すべき別冊に契約が行われていないということは、どういうことなのか、法律的

な見解をお願いしたいと思います。 

  ＰＦＩとの契約を破棄するなんてものじゃなくて、そもそも契約がないのにやっているん

じゃないのかと。値段が決められないで、お金を払う人がいますか。これは相当問題でしょ

うけど、私は何とも言えません。法律専門家の意見を問いたい。 

  次は、消費税の問題。今回議会でご承認いただいた平成１８年末の決算書に、控除対象外

消費税額繰延勘定に７億８４００万が計上されています。結論からいうと、これは欠損では

ないかと思います。決算で３億円の欠損という発表がありましたが、実は私は企業的に言え

ば、（合わせて）１０億の欠損であったと思います。ですから、前回（講演会の際に）自治

会の代表の方からご質問いただいたときに、そんなものではないですと申し上げたのは、こ

のようなことを指して言ったわけです。 

  要するに、病院というのは社保とか国保等から収入が入って、それは非課税ですね。です

から、建物を１４０億で造って、５％、７億円の消費税がかかる。それは、社保、国保に転

嫁できないんですね。ですから、損税といわれていますけど、消費税は払いっぱなしです。

これは、平成１８年度末という、ことしの３月に１６０億の建物を計上して、それに消費税

を建設会社の大林組に払ったときに、別に消費税を払って、それを還付請求できなかったも

のだというふうに推定されますが、詳細については次回までに報告してください。その後の

予算書を見ると、５年間でそれを償却することになっています。すでに２億円ぐらいしてい

るんですけど、残り５億円はその後償却しないというおかしな予算書を拝見しています。 

  資産に計上されているから戻ってくると思われる方があるかもしれませんが、これは戻っ

てこないです。払いっきりですね。５年間で利益が出れば格別、全く出る可能性がないので、

これは損失に計上すべきであると、会計的には。公営企業法上は資産に計上することは認め

られていますが、これは株式会社とか医療法人とか、利益が出ているところは資産に上げて

５年間で落とすということを認めています。（平成１８年度の）欠損は３億ではなくて、企

業会計的に言えば１０億の損失という、尋常ではない額になっているということが１つ。 

  さらに、この問題については当然ＳＰＣと消費税が５％のままでフィクス（固定）だとい

う。１０％になるとか、１５になるとかいう話が出ていて、３０年間も５％だということは

あり得ないと思いますね。それも否定できませんけど、ほとんど。５％でもこの体たらく。
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これが１５、２０になったらどのくらいになるかおわかりでしょう。２２億の１５％だった

ら３億ですね。上がっちゃうわけですね。だから、その分は、ＳＰＣと負担割合があるのか

ないのか。 

  ですから、ＰＦＩの光と影で、これは影の部分でしょう。この消費税問題については、よ

く読んだのですが、ＩＴＮＹの報告書でも、この分は触れられていない。税法によるとだけ

簡単にしか書いていません。いずれにしても、予測に関する部分については言えませんから、

委員会は当然自由に言わせてもらいます。 

ですから、今回の欠損が実際は１０億だということは市民の皆さんは知っておく必要があ

ると思う。３億といっても誤りとも言えませんけど、しかし、かくかくたる成果をやってき

た近江八幡医療センターが、できるだけ損失は早めに出してということが大事だと思う。こ

れは戻ってくるかもしれないという感覚を与えたかもしれません。 

  とにかく英語が多い。ＰＦＩ、ＳＰＣ、ＢＯＴ、ＢＴＯ、etc.少しずつ伊関さんの話を聞い

て、わかってきました。 

  時間はあと１５分ぐらいありますけど、どうぞ、追加して。 

  はい、副市長、どうぞ。 

○正木委員：我々事務方としましては、非常に耳の痛いお話ばかりあったわけですが、なぜ市

として病院のあり方を早急に見直ししなければいけないのか。どうしてそういう認識を持っ

ているのかということを、特に市民の皆さんにもおわかりをいただかなきゃいけないと思い

ますので、財政的なことであるとか、そういったことをちょっとお話しさせていただきたい

と思います。 

  お手元の資料の中のＢ４の資料でございます。この資料の中にございませんが、大ざっぱ

なことをまず申し上げますと、特に市民の皆さんの中におわかりいただきやすいようにと思

いますのは、まず職員数でいいますと、市の職員が５００人、病院の職員が５００人だと。

そして、財政規模で言いますと、市の財政規模は２００億、病院の財政規模は１００億とい

うことで、いかに病院が私どもの近江八幡市に大きな存在だということをまず申し上げさせ

ていただきたいと思います。 

  それで、お手元の資料で、まず市の財政状況のことを若干ご説明いたしますと、それぞれ

の団体の富裕度といいますか、特に市税がどれぐらいあるかということを示す資料、この財
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政力指数というのが一つあるわけです。上から３つ目のところに財政力指数というのがござ

います。これをご覧いただきますと、０.６７８ということで、県下１３市のうちで１０番目

ということで、ただ、全国的に比べれば、これでも裕福な方ですが、決して裕福ではないと。

特に、ご覧をいただきたいのは、中ほどから下に市税の市民一人当たりの負担額というのが

ございます。負担額と書いてありますが、要は市民お一人、お一人がどれだけ税金を納めて

いただいたかという指標でございますが、これは上から数えて１２番目、下から２番目とい

うことで、平均１４万６,０００円ほどです。それに対して、うちは１２万４,０００円とい

うことで、税収構造が脆弱な市の財政規模にございます。 

  逆に申しますと、その下、市民一人あたりの市債残高というのをご覧いただきますとわか

りますが、下から２番目のところに地方債現在高（普通会計）というのがございます。これ

はいわば市長部局なんかの会計でございます。これが１位で、２８万５,０００円ということ

で、逆に１位というのは最も少ないということでございます。ですから、市の方も爪に火を

ともすようにして、ある意味ではやってきたというものでございます。 

  そして、上の方にいきますと、公共下水道特別会計といったものがございます。こんなの

は４位ということで、逆に下水道はなかなか手が回らなかったので、県全体の下水道の整備

率というのは８２％ほどあるんですが、うちは６０％ということで、なかなかそういうのが

手が回らなかったと、こういうふうな財政状況にございます。 

  そういうことで、近江八幡市というのは非常に弱い財政状況にありながら、昭和４０年に

この市民病院を開院いたしましてから、まさに爪に火をともすようにして病院経営というの

を、病院の方がやってきていただいたと。その間、ほとんど黒字経営を続けていただいて、

先ほど須貝先生の方からお話がありましたように、むしろ病院の方が市の方に繰り入れをし

てくれているみたいな状況であったという形で健全経営がなされてきたわけであります。 

  また、そのことは裏を返しますと、病院が健全経営でないと市の方がそれをお支えすると

いうふうな余力もないというのが実態でございまして、逆に言えば、孝行息子の方が親の財

布の中を見ていただいて、ずっと健全経営をしていただいていたと、こういうふうなのが状

況ではないかと思います。 

  それが、今回新しい病院になるときに、要はこの病院会計と普通会計の方をセットで考え

ができていなかったと。ＰＦＩの是非云々以前に、それができていなかったというのが大き
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な問題かなというように思っております。先ほど委員長の方からちょっとお話がございまし

た大規模修繕費のようなものも一つの例ですが、当然おっしゃるとおり大規模修繕というの

は１０年ほどしないと始まらないわけですが、なぜそんなものを１年目から組んでいるんだ

と、こういうことでだれもが不思議に思う疑問ですが、一つには負担の平準化をしようとい

う考えがあったのかなと、今から思えば思うんです。 

ただ、起債を借りるときでも、普通は据置期間というのがあるようなもので、普通は立ち

上げのときというのは非常に財政的にも苦しいわけですので、当然例えば５年間ぐらいは負

担を少なくするというのが普通の考え方ですが、逆にそういうことを一切無視しております

ので、あるいはその設備関係でも、電子カルテのシステムでも、１０年見てもいいものを５

年で返すような形にしてあるとか、逆に前の方に負担が重くなっていると。 

ですから、当初１９年度あたりでＳＰＣの支払いが２８億に及ぶというような形で、本来、

早い時期のＳＰＣの支払いはもっと少なくセットしておかなきゃいけないのが、全然そうい

うことができていないということで、そうした普通会計と、この病院とをセットした財政シ

ミュレーションも非常に甘かったなと、これは私ども反省をしている点でございます。 

  ですから、そこら辺を一日も早く見直しをして、病院のスタッフの皆さんが安心して、す

ばらしい医療を提供していただけるような環境をつくらなければいけないと。それと同時に、

そうしないと近く出るといわれておる総務省のガイドラインにも対応していけないのかなと、

そんな認識で我々としてはあり方を早急に見直ししたいと、こんな思いでございます。 

○長委員長：とにかく経営健全化プランを、黒字であろうと,赤字であろうと、すべての公立病

院を有している自治体病院は経営健全プランを出していただくということになりますので、

その辺よく配慮していただいて、お願いします。 

 

 （５）その他 

○長委員長：時間もそろそろ来ましたが、須貝先生、どうですか、最後にご感想を一言。 

 （須貝委員から槙委員へ発言を促される。） 

○槙委員：私も常々、議会の方で病院の窮状はお話しさせてもらったつもりですけども、今回

はそれがかなりクリアに見えてきたのではないかと思います。今まで、私がいろいろしゃべ

らしてもらっても、どこに問題があるんだろう。我々、いつまでも医業収益が計画どおりい
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ってないから、うまいこといってないのやないかというふうな方向ばかり話がきそうな気配

だったんですけども、今回、問題の本質のどこにメスを入れていかなければならないのかと

いうのが、やっぱり見えてきたと思います。 

先ほど伊関先生がおっしゃったように、そのＰＦＩが正しいか、間違っているとかが問題

じゃないと思うんですね。それで、契約の内容、仕方が問題だったのか。ただ現実、我々は

困っているわけですから、それから脱却するためにはそこにメスを入れざるを得ない。それ

で先生方の専門的なご意見とかをお聞きしながら、いわゆる法的な解釈も含めて我々が太刀

打ちできないところのお力添えを今後いただけたらありがたいと思っております。 

○長委員長：最後、締めですけど、地方公営企業法全部適用の事務管理者代行をなさっていま

すよね。 

○槙委員：事業管理者職務代理ですね。 

○長委員長：職務代理ですね、正確に言うと。全適というのは、人事権と予算作成権があると

いいますが、小山田会長が再三言っておられますけども、改革をしたふりをするだけであっ

て、全適はほとんど効果を果たしていないということですね。 

ですから、私は、今後３年なら３年、２２年末までに収支均衡するように市も全力でやっ

ていただきますけども、できるだけ夕張にならないようにしていただきたいんです。この全

適の事業管理者を早く正式に決める必要があるということが１つ。その人に対して、法律が

求めると同じように、すべての権限を与えてほしい。ほとんど権限がないということですね。

もしそうであれば、私は経営形態の変更も皆さんにお諮りしなければいけないだろうと。 

ですから、このまま公務員体質のままやって、事業管理者にも権限を与えないのであれば、

私は恐らく立ち去り型の医師が増えていくんじゃないかと、今の仕組みは努力した者が報わ

れないです。本当に使命感だけでやってこられたのですが、今、全適の病院が次から次にい

ろんな問題がありますね。でも、沖縄の那覇市民病院、日本一救急の多い病院が、独法非公

務員型にしました。それはなぜでしょうか。そういうことも踏まえまして、このＰＦＩにつ

いての抜本的な見直し、廃止というところまでは踏み込めるかどうか。いずれにしてもやり

がいのあるような体制にしない限り、だめだということは市当局も議会も、考えていかなけ

ればいけない。 

これ以上善意と使命感だけに頼る経営は無理がきているんじゃないかということを申し上
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げて、お開きにしたいと思います。 

○伊関委員：あと一つ、これの議事録を早く公開して、ひたすら隠してきた近江八幡市ですけ

ど、これについてはちゃんと情報を公開して、要するに、全国のＰＦＩをまだやろうという

自治体が山ほどあるんですよ。そういうところに対して、こういう失敗は二度と繰り返さな

いようにということで、先頭を切って散々煽ってきた責任もありますので、病院ＰＦＩは近

江八幡が煽ってきていますから、そういう責任も踏まえて、懺悔をきちっとするべく、情報

を公開することを期待します。 

○小山田委員：私からも。公営企業法の全部適用、これを私は５年前からぜひというのは、管

理者に権限と責任を持たせるという意味で必要だということで推進してきたわけです。今、

２５７の病院がこういう形態になっていますが、そのためによくなったところもあるけども、

悪くなったところもある。全体としてそういった状況ですが、悪くなってきたのはどういう

ことかといいますと、せっかく法律的に与えられておる権限が十分に発揮できない。看護師

を増やすにしても、だめと言われれば、本来それは管理者がやってよろしい権限なんです。

法律的に与えられている。 

  それで、私は今まで、開設者（市長さん）に対しては全部適用をしてほしい。しかし、そ

のときには形だけでなくて、そうした権限、人事権、予算権、その他の権限を法律どおりに

やってほしい。そしてまた、それを管理者として引き受けるからには、先生ですが、これは

明日から、今言いましたような予算についても、あるいは人事権についても、医師を頼んで

くる、看護師を増やすような場合についても、全部権限を本当に与えるのですねということ

をしっかりと確認した上でやっていただきたい。 

  でないと、悪くなったところの例にになって、最後はやはり全適もだめだったんだという

ことにならないように、ぜひお願いしたいと思います。 

○長委員長：ありがとうございました。 

  以上で本日の議事は終了となります。 

次回第２回目の委員会日程ですが、今月２５日の午後３時からとなっておりますが よろ

しゅうございましょうか。年末の大変お忙しいときでありますが、相当スピードアップした

答申が必要だという認識でありますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

１月の中旬には答申を出して、ご報告を申し上げたいというふうに考えております。 
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委員の皆様方は、何かほかにご意見がございましたら、事務局にご提出をお願いいたしま

す。それでは、定刻になりましたので、これにて閉会いたします。本日は、どうもありがと

うございました。 

〔午後 ５時 ０分 閉会〕 


